
 

財政・変革局税務部税制課 

北九州市市税条例の一部改正について 

（議案第３４号） 

 

１ 市内立地企業に対する課税免除制度（固定資産税）の創設 （付則第１５条の２ほか） 

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」（以下「地域未来

投資促進法」という。）に基づく産業用地の開発及び事業用施設の設置に対し、税制上の特例措置

を設けるため、市税条例の一部を改正するもの（根拠規定及び手続規定の整備）。 

 （１） 改正理由 

平成２９年７月に施行された地域未来投資促進法（旧「企業立地促進法」）の趣旨を踏まえ、北

九州市域における産業の集積や高い付加価値を創出し、相当の経済的効果をもたらすことによ

り、新ビジョンに掲げる「稼げるまち」の実現と将来にわたる税源の涵養を図る観点から、市内へ

の投資を促進する企業誘致政策の一環として、北九州市独自の税制上のインセンティブを新設

するもの。 

 （２） 改正の概要 

地域未来投資促進法に定める「地域経済牽引事業計画」について県から承認を受けた事業

者（地域経済牽引事業者）が行う、下記の事業について課税免除を行う。 

ア 産業用地の開発   

 地域未来投資促進法による規制緩和措置（農地転用、市街化調整区域の開発許可）を受け 

て開発行為を行った土地について、３年度分の固定資産税を課税免除する。 

イ 事業用施設の設置 

 新たに取得した家屋、構築物及びその敷地（土地）について、３年度分の固定資産税を課税 

 免除する。 

 

 

 



 

 【制度の概要】 

対象税目 固定資産税 

内 容 

・ 産業用地の開発（対象資産 ①）について３年度分  

・ 事業用施設の設置（対象施設 ②）について３年度分 

   併せて最大６年度分の課税免除を行う。  

対象者 

地域経済牽引事業者※ 

※ 県の地域未来投資促進基本計画に沿った「地域経済牽引事業計画」を 

  作成し、県の承認を受けた事業者 

対象資産 

① 土地利用調整計画に基づいて地域経済牽引事業者が開発した土地 

② 地域経済牽引事業計画に基づいて設置された家屋若しくは構築物又は 

 その敷地である土地 

※ 取得価額や建築着手の時期など、一定の要件あり 

 （３） 施行期日 

 令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 地方拠点強化税制（固定資産税の不均一課税）の拡充について （付則第１５条の７ほか） 

既存の税制優遇措置である地域再生法に基づく制度（以下「地方拠点強化税制」という。）につ

いて、３年間税率の軽減措置を行う「不均一課税」から、同期間において課税を行わない「課税免

除」への拡充を行うため、市税条例の一部を改正するもの。 

 （１） 改正理由 

本市が独自に企業立地のインセンティブとして設定している複数の措置のうち、唯一「不均一課

税（税率の軽減措置。課税免除より税負担が大きくなる）」を採用している地方拠点強化税制につ

いて、その目的である「首都圏からの本社機能移転や市内に所在する本社機能の拡充」をこれま

で以上に後押しするとともに、北九州市独自の措置に係る負担軽減の程度を均質化することで、

企業にとって使い勝手のよい仕組みを整え、その活用を推進するもの。 

 （２） 改正の概要 

改正後 改正前 

課税免除（課税を行わない措置） 不均一課税 （税率の軽減措置） 

 

 

 対象資産に係る固定資産税について、新た

に課税されることとなった年度から３年度分

課税しない。 

 対象資産に係る固定資産税について、新た

に課税されることとなった年度から３年度分

の税率を軽減する。 

       標準税率１．４％ 

 初年度 ０．１４％ （標準税率の １/10） 

 ２年度 ０．３５％ （標準税率の １/４） 

 ３年度 ０．７％  （標準税率の １/２） 

 （３） 施行期日 

 令和８年４月１日 

（担当） 

 財政・変革局税務部税制課 喜多川・赤尾 

 ＴＥＬ ０９３－５８２－２０３０ 

 



参考                               北九州市市税条例新旧対照表 

新 旧 

付 則 

（固定資産税の課税免除に関する用語の意義） 

第１５条の２ この条から付則第１５条の１０までにおいて、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に

関する法律（平成１９年法律第４０号。以下「地域未来投資促進法」という。

）第４条第２項第１号に規定する促進区域をいう。 

（２） 同意基本計画 地域未来投資促進法第６条に規定する同意基本計画をい

う。 

（３） 地域経済牽引事業計画 地域未来投資促進法第１３条第１項に規定する

地域経済牽引事業計画をいう。 

（４） 承認地域経済牽引事業計画 地域未来投資促進法第１４条第２項に規定

する承認地域経済牽引事業計画をいう。 

（５）～（９）  略 

 

 

 

（１０）～（１７）  略 

（土地利用調整計画に基づいて開発した土地に係る固定資産税の課税免除） 

第１５条の３ 地域経済牽引事業計画について地域未来投資促進法第１３条第４項

付 則 

（固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する用語の意義） 

第１５条の２ この条から付則第１５条の１０までにおいて、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）～（５）  略 

（６） 初年度 新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。 

（７） 第２年度 初年度の翌年度をいう。 

（８） 第３年度 第２年度の翌年度をいう。 

（９）～（１６）  略 

 

第１５条の３及び第１５条の４ 削除 



新 旧 

又は第７項の規定により同条第１項に規定する承認を受けた事業者（以下この条

及び次条において「承認事業者」という。）が、地域未来投資促進法第１１条の

規定により市が作成し県の同意を得た土地利用調整計画に基づいて土地を開発し

た場合には、当該承認事業者について、当該土地に対して課する固定資産税につ

いては、第４２条第１項の規定にかかわらず、当該土地の開発行為に係る都市計

画法第３６条第２項に定める検査済証の交付の日の属する年の翌年の１月１日を

賦課期日とする年度から３年度分の固定資産税に限り、これを課さない。 

（地域未来投資促進法に基づいて設置される施設に係る固定資産税の課税免除） 

第１５条の４ 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの期間内に、承認

事業者が、福岡県の同意基本計画に記載されている促進区域内において、承認地

域経済牽引事業計画に従って地域未来投資促進法第２５条に定める承認地域経済

牽引事業のための施設のうち次に掲げる要件に該当する施設（以下この条におい

て「対象施設」という。）を設置した場合には、当該承認事業者について、当該

対象施設に係る家屋若しくは構築物（当該施設の用に供する部分に限る。）又は

その敷地である土地（当該土地の取得の日（令和６年４月１日以後の日であるも

のに限る。）又は当該土地が前条の適用を受ける場合においては当該土地の開発

行為に係る都市計画法第３６条第３項に定める工事の完了の公告の日のいずれか

遅い日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする対象施設の建設の着

手があるものに限る。）に対して課する固定資産税については、第４２条第１項

の規定にかかわらず、当該家屋又は構築物に対して新たに固定資産税を課すべき

年度（以下この条において「家屋等適用開始年度」という。）から３年度分の固

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

定資産税に限り、これを課さない。ただし、家屋等適用開始年度において、当該

土地について前条の規定の適用がある場合にあっては、当該土地に対して課する

固定資産税については、同条の規定による課税免除の適用が終了する年度の翌年

度から家屋等適用開始年度の翌々年度までの各年度分の固定資産税に限り、この

条の規定を適用する。 

（１） 一の施設（一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以

上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。）であって当

該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産（所得税法施行令

（昭和４０年政令第９６号）第６条第１号及び第２号又は法人税法施行令（昭

和４０年政令第９７号）第１３条第１号及び第２号に掲げるものに限る。）及

び当該家屋又は構築物の敷地である土地の取得価額の合計額が１億円（農林漁

業及びその関連業種（製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業

、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、

プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売

業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建

具卸売業をいう。）に係るものにあっては、５，０００万円）を超えるもので

あること。 

（２） 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場

合には当該家屋の床面積（機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分

の床面積（以下この号において「共用部分の床面積」という。）を除く。）の

うち当該対象施設に含まれる部分の床面積（共用部分の床面積を除く。）の占

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

める割合が２分の１以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該

対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産

（所得税法施行令第６条第２号又は法人税法施行令第１３条第２号に掲げるも

のに限る。以下この号において同じ。）の取得価額の合計額のうち当該対象施

設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が

２分の１以上のものであること。 

（付則第１５条の３及び付則第１５条の４の規定による固定資産税の課税免除の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１５条の４の２ 付則第１５条の３又は前条の土地、家屋又は構築物について、

これらの条の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応

じて、当該各号に定める事項を記載した申告書に、市長が必要と認める書類を添

付して、市長に提出しなければならない。 

（１） 付則第１５条の３の適用を受けようとする者 

ア 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 

イ 土地の取得年月日、所在、地番、面積及び当該土地の開発行為に係る都市

計画法第３６条第２項に定める検査済証の交付の日 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（２） 前条の適用を受けようとする者 

ア 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 

イ 土地、家屋又は構築物の取得年月日及び取得価額並びに土地にあっては当

該土地の所在、地番及び面積並びに当該土地を敷地とする家屋又は構築物の

建設着手年月日、家屋にあっては当該家屋の所在、家屋番号、種類、構造及

び床面積、構築物にあっては当該構築物の名称、所在、種類、減価償却開始

年月日及び耐用年数 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（地域再生法に基づいて整備される特定業務施設等に係る固定資産税の課税免除 

） 

第１５条の７ 平成２７年１０月８日から令和１１年３月３１日までの期間（次項

において「指定期間」という。）内に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画について地域再生法第１７条の２第３項の認定を受けた事業者（次項において

「認定事業者」という。）が、認定地域再生計画に記載されている地方活力向上

地域内において、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業

務施設を新設し、又は増設した場合には、当該特定業務施設若しくは当該特定業

務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する家屋又は構築物及び当該家屋又

は構築物の敷地である土地で次に掲げる要件に該当するもの（付則第１５条の５

第１項若しくは第２項の規定の適用を受けるもの又は貸付けの用に供するものを

除く。）に対して課する固定資産税の税率は、第４２条第１項の規定にかかわら

ず、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課すべき年度から３年度分の固定

 

 

 

 

  

 

 

 

（地域再生法に基づいて整備される特定業務施設等に係る固定資産税の不均一課

税） 

第１５条の７ 平成２７年１０月８日から令和１１年３月３１日までの期間（次項

において「指定期間」という。）内に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画について地域再生法第１７条の２第３項の認定を受けた事業者（次項において

「認定事業者」という。）が、認定地域再生計画に記載されている地方活力向上

地域内において、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業

務施設を新設し、又は増設した場合には、当該特定業務施設若しくは当該特定業

務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する家屋又は構築物及び当該家屋又

は構築物の敷地である土地で次に掲げる要件に該当するもの（付則第１５条の５

第１項若しくは第２項の規定の適用を受けるもの又は貸付けの用に供するものを

除く。）に対して課する固定資産税の税率は、第５０条の規定にかかわらず、当 

該固定資産に対して新たに固定資産税を課すべき年度から３年度分の固定資産税



新 旧 

資産税に限り、これを課さない。 

 

（１）  略 

（２） 特定業務施設及び特定業務児童福祉施設を構成する減価償却資産（所得

税法施行令第６条第１号から第７号まで又は法人税法施行令第１３条第１号か

ら第７号までに掲げるものに限る。）の取得価額の合計額が３，８００万円（

租税特別措置法第１０条第８項第６号に規定する中小事業者、同法第４２条の

４第１９項第７号に規定する中小企業者及び法人税法第６６条第６項に規定す

る中小通算法人にあっては、１，９００万円）以上のものであること。 

 

（３）  略 

２ 認定事業者が前項の規定の適用を受ける特定業務施設である研究所において使

用するものとして指定期間内に取得した次に掲げる償却資産のうち、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令別表第６の適用を受けるもの（付則第１５条の５第

３項の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する固定資産税の税率は、

第４２条第１項の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税を

課すべき年度から３年度分の固定資産税に限り、これを課さない。 

 

（１）～（３）  略 

（付則第１５条の７の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けようとする

者がすべき申告） 

に限り、初年度は１００分の０．１４、第２年度は１００分の０．３５、第３年

度は１００分の０．７とする。 

（１）  略 

（２） 特定業務施設及び特定業務児童福祉施設を構成する減価償却資産（所得

税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第６条第１号から第７号まで又は法人

税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１３条第１号から第７号までに掲げ

るものに限る。）の取得価額の合計額が３，８００万円（租税特別措置法第１

０条第８項第６号に規定する中小事業者、同法第４２条の４第１９項第７号に

規定する中小企業者及び法人税法第６６条第６項に規定する中小通算法人にあ

っては、１，９００万円）以上のものであること。 

（３）  略 

２ 認定事業者が前項の規定の適用を受ける特定業務施設である研究所において使

用するものとして指定期間内に取得した次に掲げる償却資産のうち、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令別表第６の適用を受けるもの（付則第１５条の５第

３項の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する固定資産税の税率は、

第５０条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税を課すべ

き年度から３年度分の固定資産税に限り、初年度は１００分の０．１４、第２年

度は１００分の０．３５、第３年度は１００分の０．７とする。 

（１）～（３）  略 

（付則第１５条の７の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 



新 旧 

第１５条の８  略 

 

第１５条の８  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


